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新型コロナウイルス感染拡大に伴う生涯研修への対応について（その２） 

～機構への照会結果について～ 

 

 本会の生涯研修センターの取り組みにご協力をいただき、感謝申し上げます。 

 この度、認定社会福祉士認証・認定機構（以下、「機構」という）に認証された研修及びスーパ

ービジョン実績にかかる事項について、4月 13日に機構へ照会を行い、4月 15日に回答を得まし

たので、ご報告するとともに今後の対応についてご連絡します。 

 

１ 本会から機構へ照会した事項と機構からの回答 

  次の事項を照会し回答を得ました。照会書は別紙１、回答書は別紙２をご参照ください。 

（１）照会事項１「認証された本会の研修「基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」における受講済み講義及び演習

の免除の有効期間の延長について」 

   基礎課程（基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）修了により認定単位を取得するためには、当課程を 6 年

度間で修了する必要がありますが、都道府県社会福祉士会において新型コロナウイルス感染

拡大防止のため基礎研修の中止等が検討されていることから、修了期間の 1 年度間延長につ

いて機構へ照会しました。照会書では、認証された内容にそって修了要件として定めている

「受講済み講義及び演習の免除の有効期間」について 1年度間延長することを照会しました。 

【結果】 1年度間の延長が認められました。 

 

（２）照会事項２「通学課程（集合研修）で認証された研修の講義を Zoom等を用いて WEBで実施

することについて」 

   認証された研修の講義について、新型コロナウイルス感染拡大防止のためインターネット

を活用した双方向性の音声・ビデオ通信を利用して講義を行うことを、出欠の確認を行うこ

とや受講者からの意見や質問のやりとりを行うことを前提に照会しました。その結果、①集

合形式で実施した場合の効果と同等の質を担保するための工夫を行うこと、②音声・ビデオ

通信等により、双方向性が担保されること（質問への対応を含む）、③出席管理が適切に行え

ること、を満たすことで認められました。 

【結果】 Zoom等を用いた WEBで実施が認められました。 

 

（３）照会事項３「 通学課程（集合研修）で認証された研修の演習を Zoom 等を用いて WEB で実

施することについて」 

   認証された研修の演習について、新型コロナウイルス感染拡大防止のためインターネット

を活用した双方向性の音声・ビデオ通信を利用して講義を行うことを、集合形態で行う演習

の学びの効果と同等となるように行える形態を示し、照会しました。その結果、照会事項２



と同様に 3つの要件を満たすことで認めらました。 

【結果】 Zoom等を用いた WEBで実施が認められました。 

 

（４）スーパービジョンの事前面談について 

   スーパービジョンをスカイプ等で行うことが認められるには、スーパーバイザーが近くに

いないこと、また事前面談は直接会って行うことが必要ですが、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、直接会うことを避けることが望ましいことから、事前面談を含みスーパービ

ジョンを直接会うことに代えてスカイプ等の双方向性の音声・ビデオ通信で行うことを、信

頼関係を適切に構築することを前提に照会しました。その結果、事前面談をスカイプ等の双

方向性の音声・ビデオ通信で行うことが認められました。 

【結果】 事前面談を Zoom等を用いた WEBで実施が認められました。 

 

２ 今後の対応について（都道府県社会福祉士会へのお願い） 

（１）基礎研修について 

   今回の機構への照会結果によって、2019年度以前から基礎研修を受講している都道府県社

会福祉士会会員は、認定単位対象となる基礎課程修了期間を 1 年度間延長し 7 年度間以内で

修了することによって認定単位を取得できます。都道府県社会福祉士会におかれましては対

象となる会員について管理いただけますよう、お願いします。 

 

（２）認証された研修の講義及び演習を Zoom等を用いて WEBで実施することについて 

   今回の機構の回答は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応として当分の間、暫

定的に認められたものです。従いまして、研修内容の変更届は不要ですが、実施報告書に実

施方法を記載することになります。実施方法の検討にあたっては、「集合形式で実施した場合

の効果と同等の質を担保する工夫」が求められていますので、講義については照会書の内容

に準ずるようお願いします。また、演習については照会書において実現可能性のある実施形

態を示していますので参考にしていただくとともに実施する場合は十分な検討をお願いしま

す。なお、本会から委託した認証研修については、本会担当委員会で検討を進めますが、都

道府県社会福祉士会が実施する際は事前に本会へのご報告をお願いします。 

 

（３）スーパービジョンについて 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応として当分の間、事前面談を Zoom等を用い

て WEB で実施することが認められました。その際にはスーパーバイザーとスーパーバイジー

の信頼関係を適切に構築することが必要です。都道府県社会福祉士会が管理しているスーパ

ーバイザーにお知らせいただけますようお願いします。 

 

３ その他 

  認証された研修の講義及び演習や、事前面談を含むスーパービジョンを Zoom等を用いて WEB

で実施することを認めることについて、機構のホームページに掲載される予定です。 

  また、各研修会の準備や事前打合せ等についても Zoom等を用いて WEBで実施するよう、お願

い申し上げます。 

 

以上  


